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河原~笠野 12 ・ 6km 昭 32 ・ 1 ・ 20 開業

本路線は昭和 37 ・ 10 ・ 1 白中線から分離した。

2 営業範囲

旅客および手小荷物の取扱いをしている。

3 使命 四叫\

この地方の産業文化 1 、l

の発展助成を使命とし 個 日:
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乙ざしきてつどう 跨座式鉄道 l 本の軌道けたに車両

がまたがって運転する鉄道をし、う。

軌道けたは， く(短)形断面の 図ー1 目立アルウェ - !J'式 ・

コンクリート けたで， 車両は，

このけたにまたがり，けたの上

面を走行事輸が走り，けたの両

側の上部 と下部には案内総・安

定輸とがあって，けたをはさみ

つけて走行する。普通は高架式

鉄道とする。

この鉄道には二つの方式があ

東芝式

り，一つはコ γF リートけたの 図ー2 ロッキード式

上を ゴムタイ ヤの車両で運転す

る方式(目立ア ノレウェ ーグ式・

東芝式) (図ー 1) で，他の一つは

コ γ クリ ート けたの上面と両側

の下部に普通レールを設けて，

このレ ール上を鋼鉄製車輪(走

行車輪 ・ 上下安定車総)の車両』制定舗

が運転する方式(ロッキ ード式)

(図-2) である。 ザイ ド レ ー ル

この種の鉄道は，新しい交通

機関として発展途止にあるもの

で，他の交通担軽関と比較して建設費が少なく建設工期が短い。

また騒音も少なくて乗りごこちがよく，観光用にも適している

などの利点がある。(菊川哲土)

ごしんせん 五新銀 奈良県五条市から和歌山県新宮市に

至る国鉄自動車路線であって，所管する紀伊田辺自動車営業所

は和歌山県田辺市に，新宮支所

は新宮市にある。

1 区間 ・ キロ程および沿革

論川~熊野本宮

2.5km 昭 22 ・ 6 ・ 21 開業

請川~川湯温泉

2.2 a゚ 26 ・ 10 ・ 1

新宮~諮川
36 ・ 7 昭 33 ・ 5 ・ 15

熊野本宮~八木尾

6.0 昭 33 ・ 5 ・ 15

五条~八木尾
103.9 昭 38・ 3 ・ 1

本路線は昭和 38 ・ 4 ・ 15 熊野本線から分離した。

2 営業範囲

旅客および手小荷物の取扱いをしている。

3 使命

和歌山線と$紀勢本線を結ぶ短絡路線を形成し，この区間の

先行路線としての使命を有している。

4 特長

この路線は十津川に沿 って，熊野の山岳地帯を越え太平洋帰

新宮に至る長距離路線で，沿線の風景は変化に宮み，多 くの史

跡や温泉郷をもっている。 本宮町には熊野三山の主座である熊

野坐神社がある。(熊沢勇)

こずやせん小鳥谷線 東北本線小鳥谷駅から岩手県岩手

郡葛巻町に至る国鉄自動車路線であって，所管する沼宮内自動

車営業所は，岩手郡岩手町に，同蔦巻支所は同都葛巻町にある。

1 区間 ・ キロ程および沿革

小鳥谷~陸中田代

26.0km 昭 18 ・ 11 ・ 20 開業

本路線は昭和 32 ・ 10 ・ 15 沼宮

内西線から分離 した。

2 営業範囲

旅客・手小荷物および貨物の

取扱いをして L 、 る。

3 使命

権 沼宮内線 * 平庭高原線 ・ 岩泉

至北偏阿

線とともに， 東北本線・八戸線・ 主沼宮内
山回線相互間の短絡およびこの

地方の産業文化の発展助成を使命としている。
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岩手県内陵部を績断する陸上交通の大動脈形成の一端をにな

っており，沿革的には原産地輸送路線として開業された。また

冬期間におレても路線の重要性から運行が確保されてい る。

(佐野 実)

こっこよたくせいど 国庫預託制度 〔意義〕 国を財産

権の主体としてみた場合に， これを国庫と いい，国庫に所属す

る現金が国庫金である。国庫金は，一般会計の手もと現金，特

別会計の手もと現金，政府資金等の残高，公社・ 公庫等の預託金，

国庫金補てん勘定等により構成されている。会計法第 34 条に

おいて L日本銀行は，政令の定めるところにより 国庫金出納の

事務を取り級わなければな らない。 前項の規定に より ，日本銀

行に受け入れた国庫金は政令の定める ところによ り国の領金と

する。1 と国庫預金制度の原則が定められている@ 一般に国庫

預託制度とレわれているのは，このよう な国庫金の日本銀行に

おける国の預金すなわち政府預金の収支取扱レに関する制度で

ある。

〔政府関係観関の圃庫預託重量務〕 政府関係機関で国庫預託義

務の課せられているのは，国鉄・電電・専売の 3 公社ならびに

農林漁業金融公庫・中小企業金融公庫 ・北海道東北開発公庫 ・

中小企業信用保険公庫 ・医療金融公庫等であり，住宅金融公庫

については，業務に係る現金を国庫に預託することができるこ

とになってい る 。

〔国庫金の出納機関〕 国庫金の出納機関は，日本銀行本・支

店，一般代理店(日本銀行本 ・支店と同様の出納事務行をなし、，

主として官庁の取引関係を中心に取 り 扱うものである)，駅代

理店(国鉄の預託金のみを取り銭うも ので函館・秋田・ 東京 ・ 名

古屋・金沢・大阪・岡山・熊本の 8 箇所である)，歳入代理店

(国税その他の歳入金等，特定の国庫金の受入れのみを取り扱
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